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○
お
問
い
合
わ
せ

　
古
河
税
務
署
　
管
理
運
営
部
門

　
☎
０
２
８
０

（32）
４
１
６
３

○
募
集
職
種

・
一
般
行
政
職

※
廃
棄
物
処
理
施
設
の
管
理
運
営
の

た
め
、
施
設
維
持
管
理
・
運
転
業

務
及
び
企
画
・
総
務
業
務
に
従
事

○
受
験
資
格

　
30
歳
ま
で
の
方

※
高
卒
（
見
込
み
含
む
）
以
上
の
学

歴
の
方
で
平
成
3
年
4
月
2
日
～

平
成
16
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

に
限
り
ま
す
。

○
採
用
予
定
日

　
令
和
4
年
4
月
1
日

○
採
用
予
定
人
数
　
若
干
名

○
試
験
日

・
一
次
試
験

　
令
和
3
年
11
月
28
日
㈰

・
二
次
試
験

　
令
和
4
年
1
月
中
旬

○
受
験
申
込
期
限

　
10
月
1
日
㈮
～
11
月
5
日
㈮

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
さ
し
ま
環
境
管
理
事
務
組
合
　
総

　
務
課
　

　
茨
城
県
猿
島
郡
境
町
大
字
長
井
戸

　
１
７
３
４
‐
１

　
☎
０
２
８
０

（87）
０
６
０
９

み
・
問
題
な
ど
を
一
緒
に
考
え
て
い

き
ま
す
。

　
事
前
に
お
電
話
等
で
ご
予
約
い
た

だ
け
れ
ば
自
宅
訪
問
も
可
能
で
す
。

○
日
時
　
10
月
８
日
㈮

　
午
後
２
時
30
分
～
午
後
4
時

○
場
所
　
役
場
２
階
　
第
２
会
議
室

○
お
問
い
合
わ
せ 

　
健
康
福
祉
課

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
関
東
信
越
国
税
局
に
お
い
て
は
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
等
、
利
便
性

の
高
い
納
付
手
段
の
周
知
・
広
報
に

取
り
組
ん
で
お
り
、
今
般
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
も
、
非
対
面
型
に

よ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
推
奨

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
、
関
東
信

越
国
税
局
管
内
全
て
の
税
務
署
に
お

い
て
、
令
和
３
年
10
月
１
日
㈮
か

ら
、
国
税
の
納
付
に
係
る
税
務
署
窓

口
の
受
付
時
間
を
原
則
、
午
前
９
時

か
ら
午
後
４
時
ま
で
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
休
館
期
間

　
11
月
8
日
㈪
～
11
月
15
日
㈪

※
11
月
8
日
㈪
・
15
日
㈪
に
つ
き
ま

し
て
は
定
期
休
館
日
に
な
り
ま
す
。

◎
同
期
間
よ
り
、
プ
ー
ル
改
修
工
事

を
実
施
い
た
し
ま
す
。

【
プ
ー
ル
改
修
工
事
期
間
】

令
和
３
年
11
月
８
日
㈪
〜
令
和
４
年

２
月
28
日
㈪

　
期
間
内
は
、
プ
ー
ル
施
設
の
利
用

は
で
き
ま
せ
ん
。

　
ご
利
用
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　
な
お
、
プ
ー
ル
施
設
利
用
に
つ

き
ま
し
て
は
、
再
開
時
期
が
確
定

い
た
し
ま
し
た
ら
、
当
施
設
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
等
に
て
ご
案
内
い
た
し
ま
す

の
で
、
ご
確
認
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

○
お
問
い
合
わ
せ 

　
さ
し
ま
健
康
交
流
セ
ン
タ
ー
　
遊

　
楽
里

　
☎
０
２
９
７

（20）
９
８
２
２

掲

示

板

さ
し
ま
環
境
管
理
事
務
組
合

職
員
採
用
試
験
の
お
知
ら
せ

消
費
生
活
相
談

さ
し
ま
健
康
交
流
セ
ン
タ
ー「
遊

楽
里
」臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

障
害
者
相
談

国
税
の
納
付
に
係
る

税
務
署
窓
口
の
受
付
時
間

　
専
門
の
相
談
員
が
、
町
民
の
み
な

さ
ん
の
消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解

決
に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

○
日
時
　
10
月
13
日
㈬

　
午
前
9
時
～
午
後
4
時
30
分

 

（
正
午
～
午
後
1
時
を
除
く
）

○
場
所
　
ひ
ば
り
の
里

※
８
月
か
ら
リ
モ
ー
ト
に
よ
る
相
談

窓
口
を
開
設
し
て
お
り
ま
す
。
予

約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
際
は
生
活
安
全
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
安
心
Ｇ

　
☎

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

　
障
害
者
（
児
）
や
そ
の
家
族
な
ど

か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
そ
の
方
に
合

わ
せ
た
情
報
の
提
供
・
助
言
を
行
っ

て
い
る
窓
口
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
窓
口
に
は
、
専
門
の
相
談
員

が
配
置
さ
れ
、
身
体
的
・
知
的
・
精

神
的
な
ど
の
障
害
に
つ
い
て
、
障
害

者
（
児
）
が
か
か
え
る
様
々
な
悩


